
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

支援専用ページ 参加店リスト 参加店 随時募集中 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

募集期間 令和 2 年5 月20 日（水）12:00～6 月30 日（火）23:00 

来る日の “ごちそうさま” を 今 “いただきます”                               焼津商工会議所 

焼津商工会議所では、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響を受けて厳しい経営を余儀なくされている当地域の

飲食店の皆様を応援するべく、クラウドファンディング事業

「みらい飯」を実施しています。 
 

あなたの大切なお店、味を守るために 

皆様のご協力をお待ちしております 

お問合せ先 焼津商工会議所 観光・飲食業部会／水産業部会 

〒425-0026 焼津市焼津 4-15-24 

E-mail：yaizu.ouen@gmail.com／TEL：054-628-6251／FAX：054-628-6300 

支援方法 
支援方法として 2 種類のコースがあります。2 種類のコースを組み合わせて支援することや、
複数の店舗を支援すること（店舗数分の申し込みが必要）も可能です。 

（特定のお店を指定して支援するコース） 
 
支援金額を選択し、支援したいお店を指定してください。 
支援金額は 3 千円、5 千円、1 万円、3 万円、5 万円、10 万円 
から選べます。 
支援先のお店で使用できる「10％分のプレミアム付お食事券」 
（以下「お食事券」）を提供します。 

例）支援金額 10,000 円 → 11,000 円分のお食事券 

（本事業全体に対して支援するコース） 
 
支援金額を選択してください。 
支援金額は 3 千円、1 万円、5 万円、10 万円から
選べます。 
運営費（お食事券印刷費用、参加店募集費用、ほ
か）に使用します。 
このコースに対する返礼品はございません。 

申込方法 １．支援にはアカウント作成（メールアドレスとパスワードの設定）が必要となります。 

２．支援金の支払方法には、クレジットカード決済または銀行振込がございます。 

銀行振込の場合、口座情報が必要（プロジェクト不成立時の返金のため）となります。 

３．支援専用ページにてご希望のコースを選択し、必要事項をご入力いただきます。 

店舗指定コースをお選びの場合は、支援したいお店（店舗番号と店舗名）をご入力いただきます。 

店舗番号と店舗名は新着情報（下記、参加店リスト）でご確認いただけます。 

入力完了後、READYFOR(株)(no_reply@readyfor.jp) から完了メールが届きますので、 

事前に受信できるよう設定をお願いします。お食事券の受け取りの際に完了メールが必要となります。 

◆ 店舗指定コース ◆ ◆ 地域応援コース ◆ 



 

 

 

 

 

 

 

１．皆様に頂いた支援金について 
 
店舗指定コースについては指定されたお店に 7 月中旬頃（予定）にお送りいたします。 

指定されたお店が焼津商工会議所の非会員の場合は、必要経費（決済手数料 5.5％、振込手数

料）を控除します。 

地域支援コースについては運営費（お食事券印刷費用、参加店募集費用、ほか）に使用します。 
 

厳しい経営環境にある飲食店を応援していただくという目的から、支援後は、飲食店の営業継続が困難

になった場合を含め、いかなる場合でも返金はいたしかねます。 

そのため、支援金が当所より指定のお店に支払われる前に閉店された場合は、地域応援コースへの支援

金に変更させていただきます。 

 

 

２．お食事券について 
 
店舗指定コースをお選びの場合は、令和 2 年 7 月 1 日（予定）以降、支援したお店で使えるお食事

券を、指定したお店で支援者ご本人様に直接お受け取りいただきます。 

お受け取りに際しては、なりすまし防止のため、本人確認をさせていただきます。 

「身分証明書」と「完了メールの画面または印刷したもの」をご持参ください。 
 

お食事券は発行日より 6 ヵ月間使用できます。 

令和 2 年 7 月 1 日から 12 月 31 日までを想定していますが、コロナウイルスの感染状況などにより、発

行時期・有効期限を変更する場合がございます。 

その場合は、焼津商工会議所よりメール等にてご連絡いたします。 
 

お食事券は支援先にご指定されたお店以外ではご利用いただけません。 
 

お食事券は残高がなくなるまでご利用いただけます。使いきれない場合の残高は返金いたしません。 
 

支援金が指定のお店に支払われた後に閉店される場合も含めて、お食事券がご利用できない事態が発

生する可能性がございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。 

（支払われる前に閉店された場合は、地域応援コースへの支援金に変更します） 

 
 
３．免責について 
 
万が一、お店と支援者との間でトラブルが発生した場合でも焼津商工会議所は関与・干渉いたしません。 

注意事項など 


